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法
案
の
今
国
会
提
出
は
困
難
な
情
勢
に
 

公
務
員
制
度
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公
務
員
制
度
改
革
関
連
法
案
の
今
臨
時
国

会
へ
の
提
出
が
難
し
い
情
勢
に
な
っ
て
い
る
。

国
家
公
務
員
に
労
働
基
本
権
を
付
与
す
る
か

ど
う
か
を
め
ぐ
り
、
政
府
・
与
党
と
労
働
側

が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
た
め
だ
。
自

民
党
に
と
っ
て
同
法
案
の
年
内
国
会
提
出
は
、

国
政
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
盛
り
込
ん
だ

「
公
約
」
に
な
っ
て
い
る
。
自
民
党
・
公
務

員
制
度
改
革
委
員
長
の
片
山
虎
之
助
参
院
幹

事
長
ら
は
九
月
二
九
日
、
党
本
部
で
連
合
・

草
野
忠
義
事
務
局
長
ら
と
同
法
案
に
つ
い
て

協
議
し
た
が
、
一
致
点
を
見
い
だ
せ
ず
、
さ

ら
に
協
議
を
続
行
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
国

会
閉
幕
（
一
二
月
三
日
）
ま
で
時
間
は
そ
う

多
く
な
い
だ
け
に
、
関
係
者
周
辺
で
は
「
年

内
の
法
案
提
出
は
断
念
し
た
の
も
同
じ
」
と

の
空
気
も
漂
い
始
め
て
い
る
。 

×
　
　
　
×
　
　
　
× 

 

政
府
・
行
政
改
革
推
進
事
務
局
が
作
成
し

た
同
法
案
は
、
国
家
公
務
員
に
対
し
て
能
力
・

実
績
主
義
の
人
事
管
理
制
度
を
導
入
す
る
こ

と
な
ど
が
柱
。
国
家
公
務
員
の
任
用
（
昇
格

な
ど
）
で
は
こ
れ
ま
で
、
Ⅰ
種
、
Ⅱ
種
な
ど

の
採
用
区
分
や
入
省
年
次
を
参
考
に
し
て
年

功
的
な
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
法
案
は

「
能
力
等
級
制
」
を
新
た
に
導
入
す
る
こ
と

で
、
「
従
来
の
一
律
的
な
人
事
を
改
め
る
」

と
う
た
っ
て
い
る
。 

 

能
力
等
級
は
、
五
級
（
幹
部
職
級
）〜
一
級

（
係
員
級
）ま
で
の
五
段
階
を
設
定
し
、
能
力

等
級
ご
と
に
発
揮
す
べ
き
能
力
を
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
、
各
人
の
能
力
に
応
じ
て
格
付

け
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
入
省
年
次
が
新
し

い
後
輩
の
能
力
が
先
輩
よ
り
も
高
け
れ
ば
、

先
輩
よ
り
も
先
に
課
長
な
ど
に
昇
格
す
る
こ

と
も
普
通
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

一
方
、
新
た
な
給
与
制
度
は
、
過
去
一
年

の
「
実
績
」
に
も
と
づ
い
て
昇
給
額
を
決
め

る
内
容
。
こ
れ
に
よ
り
、
実
績
の
高
い
人
と

低
い
人
と
の
間
で
毎
年
、
昇
給
額
に
差
が
出

る
こ
と
に
な
る
。 

 

法
案
の
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
焦
点
と
な

っ
て
く
る
の
は
各
職
員
の
能
力
と
実
績
を
い

か
に
評
価
す
る
か
だ
。
法
案
は
、
各
職
員
の

能
力
と
実
績
を
測
る
も
の
さ
し
と
し
て
、
「
能

力
評
価
」
と
「
実
績
評
価
」
か
ら
成
る
新
た

な
評
価
制
度
の
導
入
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

能
力
評
価
は
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
「
評

価
基
準
」
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
と
し
て
い

る
。
一
方
、
実
績
評
価
は
、
「
個
人
別
評
価

シ
ー
ト
」
を
使
っ
て
上
司
と
職
員
と
が
面
談

し
て
評
価
結
果
を
決
め
る
と
い
う
構
想
を
、

作
成
元
の
行
革
推
進
事
務
局
で
は
描
い
て
い

る
。 

   

能
力
等
級

は
勤
務
条
件
か
否
か 

 

し
か
し
、
法
案
の
具
体
的
論
議
に
入
る
以

前
の
段
階
で
、
政
府
・
与
党
と
連
合
と
の
協

議
は
進
捗
し
て
い
な
い
。
背
景
に
あ
る
の
が
、

公
務
員
へ
の
労
働
基
本
権
の
付
与
の
問
題
。 

 

現
在
、
非
現
業
の
国
家
公
務
員
（
警
察
な

ど
除
く
）
は
労
働
基
本
権
の
う
ち
団
体
交
渉

権
と
争
議
権
が
制
約
さ
れ
て
お
り
、
団
結
権

し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
連
合
は
、
「
新

た
な
評
価
制
度
を
導
入
す
る
な
ら
、
明
確
な

評
価
基
準
と
公
明
正
大
な
運
用
が
不
可
欠
。

そ
れ
に
は
労
使
が
話
し
合
え
る
機
関
を
制
度

化
す
る
こ
と
が
必
要
だ
」（
連
合
公
務
労
協
・

山
本
幸
司
事
務
局
長
）
と
主
張
。
公
務
員
制

度
改
革
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
セ
ッ
ト
で
労
働

基
本
権
付
与
の
制
約
を
解
く
べ
き
だ
と
政
府

側
に
要
求
し
て
い
る
。 

 

だ
が
、
政
府
は
、
二
〇
〇
一
年
に
閣
議
決

定
し
た
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
の
な
か
で
「
現

行
の
制
約
を
維
持
す
る
」
と
表
明
。
今
年
に

入
り
自
民
党
は
政
府
に
対
し
て「（
職
員
団
体

と
）
労
働
基
本
権
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
も

幅
広
く
意
見
交
換
す
る
こ
と
」
を
要
望
し
た

も
の
の
、
そ
の
態
度
は
現
在
も
基
本
的
に
は

変
わ
っ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。 

 

ま
た
行
革
推
進
事
務
局
は
「
評
価
結
果
は

任
用
や
給
与
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
し
、
そ
の
た
め
能
力
等
級
制
は
使
用
者
側

（
各
省
庁
）
が
独
自
に
決
め
ら
れ
る
「
管
理

運
営
事
項
」
で
勤
務
条
件
に
は
当
た
ら
な
い

と
説
明
す
る
。
公
務
労
協
の
山
本
事
務
局
長

は
こ
れ
に
対
し
、
「
評
価
に
よ
っ
て
は
降
給
・

降
格
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
働
く
人
に
と

っ
て
は
人
生
を
左
右
さ
れ
る
出
来
事
で
も
あ

る
。
こ
れ
が
勤
務
条
件
じ
ゃ
な
い
な
ら
何
か
」

と
反
論
。
使
用
者
権
限
を
強
化
す
る
一
方
で

基
本
権
を
付
与
し
な
い
「
い
い
と
こ
取
り
で

は
な
い
か
」
と
反
発
を
強
め
て
い
る
。 

   

提
出
断
念

な
ら
こ
れ
で
三
度
目 

 

九
月
の
自
民
党
と
連
合
と
の
協
議
で
は
、

自
民
党
か
ら
、
労
働
基
本
権
付
与
の
検
討
を

法
案
の
付
則
に
盛
り
込
む
こ
と
な
ど
を
条
件

に
法
案
提
出
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
が
、

連
合
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
模
様
だ
。 

 

連
合
は
、
公
務
員
制
度
改
革
自
体
に
は
反

対
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
改
革
は
必
要
と
の

ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
お
り
、
自
ら
の
研
究
会

（
座
長
・
西
尾
勝
国
際
基
督
教
大
学
大
学
院

教
授
）
の
中
間
報
告
で
は
、
採
用
区
分
の
廃

止
や
「
能
力
・
業
績
評
価
制
度
」
に
も
と
づ

く
人
事
制
度
の
確
立
を
提
言
し
て
い
る
。
山

本
事
務
局
長
は
「
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
協

議
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
用
意
が
あ
る
」
と
言

う
。 

 

公
務
員
制
度
改
革
の
論
議
が
実
質
的
に
ス

タ
ー
ト
し
て
か
ら
、
も
う
四
年
が
経
つ
。
今

回
、
臨
時
国
会
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
法

案
提
出
断
念
は
こ
れ
で
三
度
目
と
な
る
。
連

合
の
笹
森
清
会
長
は
一
〇
月
の
記
者
会
見
で

「
一
〇
〇
点
を
と
り
に
い
く
の
か
、
ゼ
ロ
に

は
し
な
い
取
り
組
み
と
す
る
の
か
は
、
い
ず

れ
は
判
断
し
な
い
と
い
け
な
い
」
と
述
べ
な

が
ら
、
「
た
だ
、
こ
ち
ら
か
ら
ボ
ー
ル
を
投

げ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
だ
詰
め
が
足
り
な
い
」

と
現
在
の
ス
タ
ン
ス
を
説
明
し
て
い
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
荒
川
創
太
） 
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厚
生
労
働
省
が
初
め
て
精
神
障
害
者
を
個
人
調
査
 

障
害
者
雇
用
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厚
生
労
働
省
は
一
〇
月
一
九
日
、
「
平
成

一
五
年
度
障
害
者
雇
用
実
態
調
査
」
を
発
表

し
た
。
従
来
の
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者

を
対
象
に
し
た
個
人
調
査
に
、
今
回
初
め
て

精
神
障
害
者
を
加
え
た
の
が
特
徴
。
精
神
障

害
者
が
仕
事
を
続
け
て
い
く
た
め
に
労
働
時

間
や
医
療
上
、
生
活
上
の
配
慮
を
求
め
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

   

精
神
障
害
者

の一
割
が 

　
一
カ
月
以
上
求
職 

 

調
査
は
、
五
年
ご
と
に
行
う
も
の
で
、
従

業
員
五
人
以
上
規
模
の
全
国
の
民
間
事
業
所

を
対
象
に
し
た
事
業
所
調
査
と
、
そ
の
事
業

所
に
常
用
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者
を
対
象

に
し
た
個
人
調
査
で
構
成
。
今
回
は
昨
年
一

一
月
に
実
施
し
た
。
回
収
数
お
よ
び
回
収
率

は
、
事
業
所
五
〇
〇
七
カ
所
、
七
一
・
五
％
、

身
体
障
害
者
一
万
一
九
〇
人
、
六
三
・
二
％
、

知
的
障
害
者
九
八
六
人
、
六
二
・
〇
％
、
精

神
障
害
者
四
七
人
、
二
三
・
五
％
。
な
お
、

精
神
障
害
者
と
は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
、
ま
た
は
産

業
医
・
主
治
医
な
ど
か
ら
統
合
失
調
症
（
精

神
分
裂
症
）
や
そ
う
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
な

ど
の
診
断
を
受
け
て
い
る
者
を
指
し
、
こ
の

統
計
で
は
こ
の
う
ち
症
状
が
安
定
し
、
就
労

可
能
な
状
態
の
人
を
い
う
。 

 

事
業
所
調
査
に
よ
る
と
、
精
神
障
害
者
の

週
所
定
労
働
時
間
は
、
三
〇
時
間
以
上
が
八

八
・
七
％
と
最
も
多
い
。
身
体
と
知
的
障
害

も
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
、
身
体
障
害
者
八
九
・

一
％
、
知
的
障
害
者
七
八
・
六
％
と
な
っ
て

い
る
。 

 

週
所
定
で
三
〇
時
間
以
上
働
く
人
の
平
均

月
間
総
実
労
働
時
間
を
見
て
み
る
と
、
身
体

障
害
者
が
一
五
四
時
間
、
知
的
障
害
者
が
一

五
六
時
間
。
一
方
、
精
神
障
害
者
は
一
一
六

時
間
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
月
あ
た
り
約
四
〇

時
間
の
差
が
ひ
ら
い
て
い
る
。 

 

一
カ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
休
職
し
て
い
る

人
の
割
合
も
、
精
神
障
害
者
は
一
〇
・
九
％

で
、
身
体
障
害
者
三
・
二
％
、
知
的
障
害
者

〇
・
四
％
よ
り
際
だ
っ
て
高
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
ま
た
、
六
割
近
く
の
事
業
所
で
、
精

神
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
医
師
の
診
断
に
よ

っ
て
確
認
し
て
い
て
、
そ
の
疾
病
の
半
数
は

そ
う
う
つ
病
だ
っ
た
。 
 

平
均
月
収
は
、
精
神
障
害
者
＝
一
五
万
一

〇
〇
〇
円
、
身
体
障
害
者
＝
二
五
万
円
、
知

的
障
害
者
＝
一
二
万
円
と
な
っ
て
い
る
。 

   

七
割
弱
が
仕
事
の
継
続
に
不
安
　 

 

精
神
障
害
者
を
対
象
と
す
る
個
人
調
査
に

よ
る
と
、
職
場
で
障
害
に
配
慮
し
た
援
助
を

受
け
て
い
る
と
し
た
人
は
六
一
・
七
％
。
配

慮
の
内
容
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
「
業

務
遂
行
の
援
助
や
本
人
、
周
囲
に
助
言
す
る

者
等
の
配
置
」
と
「
通
院
時
間
の
確
保
、
服

薬
管
理
な
ど
医
療
上
の
配
慮
」
で
と
も
に
四

一
・
四
％
、
次
い
で
「
短
時
間
勤
務
な
ど
労

働
時
間
の
配
慮
」
が
三
四
・
五
％
だ
っ
た
。 

　
職
場
で
困
っ
た
と
き
誰
に
相
談
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
、
「
家
族
・
親
戚
」
が
四
二
・

六
％
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
職
場
の
上
司

や
人
事
・
健
康
管
理
担
当
者
」
三
八
・
三
％
、

「
職
場
の
同
僚
・
友
人
」
二
九
・
八
％
、
「
医

療
機
関（
主
治
医
等
）」
二
三
・
四
％
と
続
く
。

一
方
、
「
特
に
い
な
い
」
と
答
え
た
人
も
一

〇
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。 

 

仕
事
を
続
け
て
い
く
上
で
職
場
に
求
め
る

改
善
事
項
と
し
て
、
四
四
・
四
％
が
「
調
子

の
悪
い
と
き
に
休
み
を
取
り
や
す
く
す
る
」

を
あ
げ
た
。
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
職
業
生

活
、
生
活
全
般
に
関
す
る
相
談
員
の
配
慮
」

（
三
三
・
三
％
）
で
、
「
短
時
間
勤
務
な
ど

労
働
時
間
の
配
慮
」
と
「
通
院
時
間
の
確
保
、

服
薬
管
理
な
ど
医
療
上
の
配
慮
」
が
と
も
に

二
二
・
二
％
で
、
続
い
て
い
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、
将
来
の
不
安
に
つ
い
て
、
精

神
障
害
者
の
七
割
強
が
仕
事
を
継
続
で
き
る

か
ど
う
か
が
不
安
と
答
え
た
。 

   
安
全
面

と
仕
事
の
内
容
が
課
題 

　
事
業
主
が
精
神
障
害
の
あ
る
従
業
員
に
配

慮
し
て
い
る
事
項
と
し
て
い
ち
ば
ん
多
か
っ

た
の
は
「
配
置
転
換
等
人
事
管
理
面
に
つ
い

て
の
配
慮
」
で
四
六
・
四
％
。
続
い
て
「
工

程
の
単
純
化
等
職
務
内
容
の
配
慮
」
と
「
通

院
・
服
薬
管
理
等
医
療
上
の
配
慮
」
が
と
も

に
三
割
だ
っ
た
。
身
体
と
知
的
障
害
に
つ
い

て
も
人
事
管
理
面
の
配
慮
を
あ
げ
る
事
業
所

が
四
〜
五
割
と
な
る
な
ど
、
す
べ
て
の
障
害

で
共
通
の
傾
向
だ
。
精
神
障
害
者
の
雇
用
に

関
す
る
課
題
と
し
て
は
、
「
社
内
で
障
害
に

つ
い
て
の
理
解
・
知
識
が
得
ら
れ
る
か
」
を

あ
げ
る
事
業
主
が
四
割
弱
あ
っ
た
。
　 

 

　 
 

障
害

を
オ
ー
プ
ン
に
し
に
く
い
面
も 

 

精
神
障
害
は
身
体
・
知
的
障
害
よ
り
も
、

障
害
者
本
人
が
障
害
に
つ
い
て
職
場
で
オ
ー

プ
ン
に
し
に
く
い
面
が
あ
る
よ
う
だ
。
職
場

で
「
配
慮
を
受
け
て
い
な
い
、
希
望
し
な
い
」

理
由
と
し
て
、
「
特
に
必
要
と
感
じ
な
い
た

め
」（
六
八
・
八
％
）
が
ト
ッ
プ
。
次
い
で
、

「
病
気
に
つ
い
て
周
囲
に
知
ら
れ
た
く
な
い

た
め
」
が
一
八
・
八
％
で
、
五
人
に
一
人
が

告
知
に
た
め
ら
い
を
も
っ
て
い
る
。
調
査
の

回
収
率
も
、
身
体
と
知
的
障
害
が
六
割
を
超

え
て
い
る
の
に
対
し
、
精
神
障
害
者
は
二
割

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
厚
労
省
の
担
当
者
は
、

回
収
率
が
低
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
企

業
か
ら
精
神
障
害
者
本
人
へ
の
配
布
が
徹
底

し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
配
布
さ
れ
て
も
障
害

者
が
返
送
を
躊
躇
し
た
こ
と
が
原
因
で
は
な

い
か
」
と
み
て
い
る
。 

 

な
お
、
調
査
時
点
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
障

害
者
数
は
、
身
体
障
害
者
三
六
万
九
〇
〇
〇

人
、
知
的
障
害
者
一
一
万
四
〇
〇
〇
人
、
精

神
障
害
者
一
万
三
〇
〇
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。 

　
　
　
　
　 

（
調
査
部
　
高
畑
い
づ
み
） 
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国
税
庁
が
九
月
二
四
日
発
表
し
た
「
民
間

給
与
実
態
統
計
調
査
」
に
よ
る
と
、
民
間
企

業
に
勤
め
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
平
均
四
三
・

五
歳
）
が
、
昨
年
一
年
間
に
受
け
取
っ
た
平

均
給
与
は
四
四
三
万
九
〇
〇
〇
円
で
、
前
年

よ
り
三
万
九
〇
〇
〇
円
（
〇
・
九
％
）
下
回

り
、
六
年
連
続
で
減
少
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
賞
与
の
落
ち
込
み
（
前
年
比
マ

イ
ナ
ス
二
万
四
〇
〇
〇
円
、
三
・
三
％
）
が

影
響
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
景
気
の
回

復
が
、
給
与
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
実
態

が
浮
か
び
上
が
っ
た
。 

 

調
査
は
、
全
国
の
一
〜
五
〇
〇
〇
人
以
上

規
模
の
事
業
所
二
万
四
一
二
カ
所
、
従
業
員

二
六
万
四
四
八
二
人
か
ら
二
〇
〇
〇
三
年
一

二
月
末
時
点
で
得
た
回
答
を
も
と
に
推
計
し

た
も
の
。 

 

昨
年
一
年
間
を
通
じ
て
勤
務
し
た
給
与
所

得
者
は
四
四
四
六
万
人
で
、
前
年
よ
り
六
万

人
（
〇
・
一
％
）
減
少
し
た
。
男
女
別
に
み

る
と
、
男
性
二
八
〇
三
万
人
（
八
万
人
減
）、

女
性
一
六
六
三
万
人
（
二
万
人
増
）。 

 

給
与
総
額
は
一
九
八
兆
二
六
三
九
億
円
で

前
年
よ
り
一
兆
九
九
五
一
億
円
減
り
（
一
・

〇
％
）、
こ
ち
ら
も
六
年
連
続
の
減
少
と
な

っ
て
い
る
。 

 

　
一
九
八
四
年
下
回
る
賞
与
水
準 

　
平
均
給
与
の
内
訳
は
、
「
給
料
・
手
当
」

が
三
七
三
万
八
〇
〇
〇
円
と
前
年
比
一
万
四

〇
〇
〇
円
（
〇
・
四
％
）
の
減
少
。
男
女
別

に
み
る
と
、
男
性
は
四
万
一
〇
〇
〇
円
減
（
〇
・

七
％
）
の
五
四
四
万
二
〇
〇
〇
円
。
女
性
は
、

二
万
九
〇
〇
〇
円
減
（
一
・
〇
％
）
の
二
七

四
万
八
〇
〇
〇
円
だ
っ
た
。 

 

一
方
、
企
業
業
績
に
大
き
く
左
右
さ
れ
や

す
い
「
賞
与
」
は
、
前
年
比
二
万
四
〇
〇
〇

円
減
（
三
・
三
％
）
の
七
〇
万
一
〇
〇
〇
円
。

男
女
別
で
は
、
男
性
が
前
年
比
二
・
六
％
減

の
八
八
万
三
〇
〇
〇
円
、
女
性
が
同
五
・
七

％
減
の
三
九
万
四
〇
〇
〇
円
で
女
性
の
下
落

率
の
方
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
「
賞
与
」

は
、
一
九
九
一
年
に
九
五
万
円
で
ピ
ー
ク
に

達
し
て
以
来
マ
イ
ナ
ス
傾
向
に
あ
り
、
バ
ブ

ル
景
気
前
の
一
九
八
四
年
の
七
〇
万
七
〇
〇

〇
円
よ
り
も
下
回
っ
た
。
ま
た
、
「
給
与
・

手
当
」
に
対
す
る
「
賞
与
」
の
割
合
は
、
一

八
・
八
％
で
一
九
五
六
年
以
来
の
低
水
準
と

な
っ
て
い
る
。 

  

給
与
格
差

の
動
向 

 

企
業
規
模
別
で
み
る
と
、
資
本
金
二
〇
〇

〇
万
円
未
満
の
株
式
会
社
で
三
九
六
万
円
（
男

性
＝
四
七
二
万
六
〇
〇
〇
円
、
女
性
＝
二
四

九
万
八
〇
〇
〇
円
）
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、

資
本
金
一
〇
億
円
以
上
で
は
六
〇
〇
万
七
〇

〇
〇
円
（
男
性
＝
七
〇
四
万
七
〇
〇
〇
円
、

女
性
＝
三
〇
六
万
三
〇
〇
〇
円
）
と
な
っ
て

い
る
。
個
人
企
業
で
は
、
二
六
六
万
二
〇
〇

〇
円
（
男
性
＝
三
二
六
万
一
〇
〇
〇
円
、
女

性
＝
二
三
一
万
一
〇
〇
〇
円
）
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。 

 

業
種
別
で
は
、
化
学
工
業
が
五
五
九
万
円

で
最
も
高
い
。
次
い
で
、
金
融
保
険
・
不
動

産
業
が
五
四
二
万
円
、
金
属
機
械
工
業
五
三

五
万
円
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
最
も
低
い
の

は
農
林
水
産
・
鉱
業
の
三
〇
〇
万
円
。 

　
年
齢
階
層
別
に
み
る
と
、
男
性
で
は
年
齢

が
高
く
な
る
に
従
い
平
均
給
与
も
高
く
な
り
、

五
〇
〜
五
四
歳
及
び
五
五
〜
五
九
歳
の
階
層

で
六
六
六
万
円
と
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
女
性
で
は
年
齢
階
層
に
よ
る
格
差

は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
フ
ラ
ッ
ト
な
形
に
な
っ

て
お
り
、
二
八
〇
万
円
前
後
で
の
変
動
と
な

っ
て
い
る
。
最
も
高
い
の
は
三
〇
〜
三
四
歳

の
三
〇
〇
万
円
。
勤
続
年
数
別
で
み
て
も
男

性
で
は
勤
続
年
数
が
長
く
な
る
に
従
っ
て
高

く
な
る
が
、
女
性
で
は
そ
の
格
差
は
顕
著
で

は
な
い
。
平
均
勤
続
年
数
は
、
昨
年
よ
り
一
・

四
年
減
少
し
、
一
二
・
〇
年
（
男
性
＝
一
三
・

四
年
、
女
性
＝
九
・
五
年
）
だ
っ
た
。 

 

　
給
与
階
級
別
の
分
布 

　
給
与
所
得
者
の
給
与
水
準
の
分
布
を
み
る

と
、
年
間
で
三
〇
〇
万
円
超
四
〇
〇
万
円
以

下
が
七
八
三
万
人（
一
七
・
五
％
）と
最
も
多

く
、
次
い
で
二
〇
〇
万
円
超
三
〇
〇
万
円
以

下
が
七
〇
五
万
人（
一
五
・
八
％
）と
な
っ
て

い
る
。
男
女
別
に
み
る
と
男
性
で
は
三
〇
〇

万
円
超
四
〇
〇
万
円
以
下
が
五
一
〇
万
人（
一

八
・
二
％
）と
最
も
多
い
。
一
方
、
女
性
は
一

〇
〇
万
円
超
二
〇
〇
万
円
以
下
が
四
二
〇
万

人（
二
五
・
三
％
）で
最
も
多
く
、
二
〇
〇
万

円
超
三
〇
〇
万
円
以
下（
三
九
三
万
人
＝
二

三
・
六
％
）を
上
回
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。 

　
企
業
規
模
別
で
は
、
資
本
金
二
〇
〇
〇
万

円
未
満
の
株
式
会
社
で
は
三
〇
〇
万
円
超
四

〇
〇
万
円
以
下
が
一
九
・
八
％
と
最
も
多
い
。

こ
れ
に
対
し
、
資
本
金
一
〇
億
円
以
上
の
株

式
会
社
で
は
四
〇
〇
万
円
超
五
〇
〇
万
円
以

下
が
最
も
多
く
一
三
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

個
人
企
業
で
は
、
一
〇
〇
万
円
超
二
〇
〇
万

円
以
下
が
二
八
・
九
％
と
最
も
多
く
な
っ
て

い
る
。
　
　
　
　
（
調
査
部
　
才
川
智
広
） 


